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                                     様式３ 

論  文  内  容  の  要  旨  

氏  名  （    上野山 裕士    ）  

論文題名 

 

小地域福祉活動の展開による地域の課題解決に関する研究 

－実践事例の分析と検証を通じて－ 

 

 

論文内容の要旨 

 

 本研究では、1993年の「地方分権の推進に関する決議」を嚆矢として進められた地方分権改革や近年のいわゆる地

方創生を目指した取り組みの中で、人びとが住まい生きていく場としての地域の重要性が改めて認識されていること

に着目し、地域における自治のあり方について、自分たちの地域が抱える課題とどのように向き合い解決していくか

を手掛かりに模索した。 

 第Ⅰ部（第１章～第４章）では、文献調査の結果について述べた。 

 第１章では、地域への注目が高まった背景について理解するためにわが国における地方分権改革について概観する

とともに、地域福祉の考え方が地域における自治のあり方を検討する上で有用であると捉え、分権改革と社会福祉の

関わりについて論じた。日本における分権決議以降の地方分権改革については、住民自治の拡充や財源移譲、情報発

信については課題が残されているものの、制度上、日本における地方分権は進展したと言える。また、社会福祉にお

ける分権については、1980年代以降、福祉に関する機関委任事務が団体事務へと移行したことや社会福祉関係八法の

改正による市町村の権限、責任が増幅したものの、2000年代に入り、自由主義化を推し進めるような展開とそれに起

因する課題からその方向性は揺らぎはじめているということを示した。とは言え、わが国において、社会福祉は地方

分権を牽引する役割を担っていたことも確かであった。 

第２章では、先に述べたよう地域における自治のあり方を検討する上での有効性に鑑み、地域福祉の考え方とその

視点、そして地域福祉推進の核である地域福祉活動計画についてその意義や主体、方法について述べた。具体的には

まず、地域福祉を考える上では個別性と全体性という視点の幅を持つ必要があることを論じるとともに、岡村重夫の

地域福祉論、右田紀久惠による自治型地域福祉論を用いて地域福祉の概要についても示した。また、地域福祉につい

て特に強調される視点として、外部の視点・支援と地域福祉を推進する中心的な組織の必要性、主体形成と参加につ

いても論じた。これらについては、目的に基づくつながりと個々人の自治が参加という過程の中で、多様なサポート

を得ながら個々人としての主体形成を達成するとともに地域自治へと展開していくという変革へのプロセスの内実を

明らかにするものであった。それらを踏まえ、地域福祉とは、普遍主義、帰属意識などの感覚が浸透し、権力のバラ

ンスがとれた地域において、住民が組織や計画への参加、またさまざまな関係性の構築を通して主体性を向上させ、

サービスの対象者、関連組織、専門職、外部からの支援などとともに地域が抱える課題を解決し、地域における自治

を実現していくプロセスであることを示した。 

第３章では、地域における自治のあり方を探る端緒として、地域が抱える課題を解決し、そのような経験を蓄積し

ていくことが重要であると捉え、課題解決について、地域の課題解決が【基本理念】、【出発点】、【主体】、【手

法】、【目標】の5つの要素から成立プロセスと捉え、それぞれについて理論的精査を行うことで、それぞれの段階の

仔細な検討事項（仮説的モデル）を明らかにした。具体的に、【基本理念】については、地域におけるあらゆる多様

性の承認について、公共性やソーシャル・インクルージョンの考え方を手掛かりに検討した。次に【出発点】として、

課題発見の重要性に鑑み、地域における的確な課題発見の方法を模索した。【主体】については、面、線、点の3つの

次元で地域を捉えることの必要性から、ガバナンス、ソーシャル・キャピタル、エンパワメントの理論を用いてその

資質を明らかにした。また【手法】については、多様性を包含する地域において意思決定の手法が重要となることか

ら、ストロング・デモクラシーと熟議民主主義の考え方に焦点を当ててその具体的な方策を模索した。最後に【目標】

として、課題解決の先にある地域における自治について、内発的発展論を手掛かりに描いた。 

以上の文献調査を踏まえ、第４章では、地域における自治の様相を把握するための項目と地域が抱える課題の解決

に関する仮説的モデルをそれぞれ提示した。 



 

続く第Ⅱ部では、地域が抱える課題の解決方法を手掛かりに地域における自治のあり方を探るという本論の趣旨を

踏まえ、島根県松江市古志原公民館区、スウェーデンヴェクショー市アラビー地区、和歌山県紀美野町A地区という3

つの事例を取り上げた。 

第５章では、島根県松江市古志原公民館の活動について取り上げた。同地域では、十分な財源と権限により独自の

活動を展開していた。その中で、「脈々と受け継がれてきた地域力」と「住民参加のための仕掛け」は、活動の質を

高める要因となっていた。 

次に、第６章では、スウェーデンヴェクショー市アラビー地区の活動を取り上げた。同地域において、市、住宅公

社、地域の様々な組織、そして住民が協働し、まちづくりカフェを拠点に展開された取り組みは、住みよい地域づく

りと住民の社会参画に寄与するものであった。 

最後に、第７章では、和歌山県紀美野町A地区における活動を取り上げた。本論では、筆者もメンバーとして活動を

行っている「紀美野町の地域福祉を考える会議」のA地区での取り組みを中心に、地域が抱える課題を解決していくプ

ロセスについて示した。本事例は、古志原公民館区やアラビー地区の事例のようないわゆる先進事例ではなく、今後

の活動の展開により地域の将来をより良いものにしていこうという挑戦的な取り組みとして取り上げた。 

 第Ⅲ部では、文献調査、事例調査の結果を踏まえて考察を行うとともに、本論における結論を述べた。 

 第８章では、地域における自治の様相を明らかにするための検討事項を用いて、松江市古志原公民館区、ヴェクシ

ョー市アラビー地区（スウェーデン）、紀美野町A地区における自治の様相を明らかにすることを目的に考察を行った。

具体的には、独立性（中心的な組織、地域活動、地域活動のメンバー、財政の状況）、自主性（リーダーの性格、権

威の源泉、住民の性格・意識、住民の参加）、責任（PDCAサイクル、ビジョン）、その他（外部の視点・支援）につ

いて検討した。 

第９章では、地域が抱える課題の解決に関する仮説的モデルについて、個々の手法、ポイントを上記3つの地域にお

ける取り組みを用いて仮説検証を行った。その結果、個別の検討事項について、加筆・修正を行い、仮説的モデルの

修正版を提示した。 

第１０章では、本論における調査の結果と考察を踏まえて、地域における自治のあり方について知見を得ることを

目的に考察を行った。考察を踏まえ、地域における自治は、地域の地理的条件、文化、伝統、歴史、住民の性格、そ

のほかの要素に依存するものであるものの、それぞれの事例に共通する要素が少なからずみられたことは地域におけ

る自治のあり方を模索する上でも有用な知見になること、そして自治は、必要性を原動力に実現されるものであると

いうことを示した。 

 本研究では、以上の文献調査、事例調査、考察を踏まえ、次のような結論を示した。地域には様々な価値観、境遇

の人びとが住まい、地域が抱える課題も千差万別であるが、同時に地域は、その様々な課題を解決するための資源を

有する場でもある。しかし、地域が抱える課題を解決するためには、権限、財源、人材という自治の成立要件はもち

ろんのこと、課題解決のためのプロセス（《基本理念》、《出発点》、《主体》、《手法》、《目標》）を地域性に

鑑みて検討し、プロセスの相互依存性、学びの意義、場と窓口の必要性、システム構築の意義といった視座に立ち、

地域と向き合うことが求められる。そして何より、このような取り組みは、住民をはじめとする地域主体の意思によ

って支えられるものであるということを理解する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

様式７  

論文審査の結果の要旨及び担当者  

氏  名  （    上 野 山  裕 士    ）  

論文審査担当者 

 （職） 氏        名 

主 査 

副 査 

副 査 

教授 

教授 

講師 

斉藤 弥生 

 友枝 敏雄 

 遠藤 知子 

論文審査の結果の要旨 

 本論文は小地域を基盤に展開する福祉的活動に焦点をあて、その活動が生み出す社会的効果が地方自治の醸成に貢

献していることを、地域福祉実践事例の分析を通じて、検証しようとするものである。社会福祉学における地域福祉

研究の領域では、日常生活に生じる様々な困難や課題に対して「誰が」「誰と」「どのように」課題を解決していく

かという、課題解決のプロセスに注目し、特に近年では参加と協働に焦点をあてた研究が行われている。問題解決プ

ロセスへの当事者参加が当事者自身に気付きや学習の機会をもたらし、さらには地域づくりに波及する。この考え方

は岡村重夫(1974)の福祉コミュニティ論、その系譜にある右田紀久恵(2005)の自治型地域福祉論等を論拠とするが、

例えば右田理論は生活レベルでの社会システムの単位を自治の原点とし、自治会、町内会、小学校区、公民館区等の

小地域に着目する。本論文は右田理論を原点に、内発的発展論、ソーシャル・キャピタル論、デモクラシー論等、政

治学、社会学、社会政策学で用いられる理論を援用し、地域福祉理論のさらなる展開を試みるものでもある。 

 本論文の理論研究では、日本における地方分権改革とその政策の流れを整理し、社会福祉においても1980年代以降、

社会福祉関係八法の改正による市町村への権限委譲が進み、市町村を保険者とした介護保険制度の制度設計など、社

会福祉行政が日本の地方分権をけん引してきた事実を明らかにし、その運営基盤としての住民自治の重要性を論じて

いる。さらに申請者は地域福祉理論の系譜を示すなかで、前述の岡村理論、右田理論を掘り下げながら地域が抱える

課題の解決プロセスについての評価基準、また住民が小地域活動を通じて、そのプロセスに参加することで、地域に

自治が育まれ、また成熟した自治が地域の課題解決を可能にするという好循環を説明しようと試みている。 

本論文の中心は、小地域で展開する地域福祉活動の３つの具体的事例の分析にあるが、地域課題とその解決を模索

するプロセス、そこで生み出された社会的効果を明らかにし、住民自治の様相という視点で分析している。島根県松

江市（人口20万人）では28カ所の公民館を核に地域福祉活動が展開されているが、古志原公民館区では、近隣づきあ

いの希薄さを課題とした小地域福祉活動がみられ、例えば障害のある子どもが「地域子ども教室」に参加したことを

きっかけに、地域の福祉まつりでの写真展の開催につながり、地域に障害者への理解がもたらされた。スウェーデン

のヴェクショー市（人口8万人）にあるアラビー地区は外国出身者が多い地域であり、失業、貧困、犯罪の多発といっ

た課題を抱えている。これらの課題の解決に向けて、地域の中心部にまちづくりカフェをオープンし、これを拠点に

住民による防犯のための夜回り活動、ムスリムの女性たちの社会参加を応援するための取り組み等が展開され、その

結果、住民たちの地域への愛着、犯罪率の低下、地域への定着率の増加等の社会的効果が検証された。和歌山県紀美

野町（人口1万人）のA地区は人口250人、高齢化率61.2％で、超高齢化と過疎の問題を抱えている。この地域では住民

座談会で地域の課題を話し合う中で、声かけ活動や家に引きこもりがちな男性高齢者の交流の場として男性限定の料

理教室等を実施することになる等、今後の住民参加の拡大が期待される。本論文がとりあげる３地域は、いずれも現

代社会が抱える課題に直面しているが、その解決に向けて「小地域」で住民参加のもとで福祉活動が展開され、それ

ぞれ効果をあげており、同時に小地域活動の実践が自治を育む可能性を示しており、そのことが本論文で検証された。 

 地域福祉実践の事例を分析して社会的効果の生成を明らかにした点、また従来の地域福祉理論に加え、政治学や社

会政策学の理論の援用を試みたという点で、本論文は地域福祉理論研究に新しい視点を与えている。また地方分権や

地方自治の議論において制度論が先行する中、本研究は住民自治の醸成が、地方分権の原動力となりうる可能性を示

した点では、日本の政策にも重要な示唆を与えるものである。 

 以上の理由により、本論文は、博士（人間科学）の学位授与にふさわしいと判断された。 


